
広報しかべ　令和５年４月号29

　　納付書に印字された地方税統一ＱＲコードを利用することで、全国の地方税統一ＱＲコード対応金融
　機関やスマートフォンアプリからの納付が可能となります。
　　また、地方税共同機構の「地方税お支払いサイト」からクレジットカードやインターネットバンキン
　グ等による納付も可能となります。

方法１

方法２

方法３

　　注：「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

　　注意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・納付にあたっては、納期の誤りや重複納付にご注意ください。
　・バーコードや地方税統一ＱＲコードを利用してスマートフォンアプリで納付した場合や「地方税お支
　　払いサイト」を利用して納付した場合には、領収書や車検用の軽自動車税（種別割）納税証明書が発
　　行されませんので、これらが必要な方は他の方法で納付してください。
　・令和５年３月31日以前に発行した納付書は、上記による納付はできません。
　・従来どおり、役場お支払い窓口や町内金融機関（ゆうちょ銀行・渡島信金鹿部支店・鹿部漁協信用部）
　　窓口でも納付できます。

□ 地方税統一ＱＲコード対応金融機関での納付
　　納付書を全国の対応金融機関の窓口に直接持参し、納付してください。対象金融機関
　はeLTAXホームページでご確認ください。

３．地方税統一ＱＲコード納付

□ スマートフォンアプリで納付
　　上記のバーコードを利用する方法のほか、地方税統一ＱＲコードの読み取りでも納付
　できます。対応のアプリは、地方税お支払いサイトでご確認ください。

□「地方税お支払いサイト」での納付
　　地方税共同機構の「地方税お支払いサイト」からクレジットカード（別途手数料がか
　かります）やインターネットバンキング等による納付も可能となります。ご利用の際は、
　納付書をお手元に用意しアクセスしてください。


